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筋

十

二

怨

(

七
八
八

)

に
米
人
の
议
泔
す
る
經
议
は
丨

傻

給

は

之

せ

ず

——

糊
逸
1C
於
け
る
腳
卯
各
國
界
主
王
室
趿

_

 

-錄
.

民
主
政
治
論
二
種 

遯
祺
に
躕
す
る
役
用
の
み
に
し
て

0
銳
計
か
没
笟
す
る
0
布
樣
な
リ
。
艰
惝
旣
1
1斯
の
如
し
。
隨

て

咖

. 

泡
の
政
治
家
尨
リ
と
推
稱
乜
ら
れ
或
.は

猢

：適

に

於

て

盛

に

.風

舰

せ

ら 

れ
つ 
> 
わ
S
が
如
さ
人
々
の
人
物
愤
値
如
何
は
大
凡
推
し
て
知
る
可 

,

令
の
み
°
彼
等
は
決
し
て
國
思
の
選
贳
に
は
非
る
な
リ
。H

a
s
b
a
c
h

一
 

政
の
描
げ
?:
ゐ

铞

め

て

興

味

ち

：る

表

：

i

就
て
见
る
U

1
八
九
六
年
a

| 

後
の
選
瓒
1:
係
る
市
他
杏
縣
脅
闕
14
.七
再
ニ
十
3
.人
中
殺
人
罪
の
刿
一 

.

決
1
受
け
わ
る
沿
七
人
、
殺
人
の
嫌
疑
か
赍
け
て
法
廷
に
立
ち
?:
る 

渚
十
人
家
窀
僂
入
卯
の
爲
に
#

て
處
刑
せ
ら
れ
?:
る
、；

と

あ

る

港

三|

'
十
六
人
掏
換
三
人
胳
博
#

所
有
济
七
人
妓
槐
束
人
ニ
人
讯
酒
嵐
キ
：人
，| 

ニ
宵
六
卜
五
‘
銘
ぜ
リ
。1-

」

殊
に
H

i

A

九
六
年
以
後
の
選
靡
に
係
る
市
俄
古
縣
上
. 

'

會
讖
員
七
西
ニ
十
三
人』

;'
;
.
;の
へj

句
に
就
て
は
不
審
に
*

_ 

卜

え

ざ

ぅ

し

ょ

り

ハ

ー

ス

パ
、ノ
を
參
照
せ
し
に
被
選
公
職
一 

候
補
^

豫
選
會
.c

o
n
v
e
n
t
i
o
n

の
記
摩
の
ぅ
ち
に
左
の 

如
く
見
え
て
玆
に
縣
會
議
貴
ど
あ
る
は
豫
選
酋
代
議
員
： 

の
こ
と
*
る
こ
ビ
を
明
に
せ
^

V
O 

3れ
ば
チH

ム
V

1/

.
V

の
原
文
は
大
體
に
於
て
引
例
を
誤
h

叙
事
跨
張
に
過

谘
六
號 

八
四

ぎ
た
b

ビ
云
ふ
可
き
な
P
。

D
i
e

 

M
a
c
h
t

 

d
e
r

 B
e
r
a
f

^'o
l
i
t
i
k
e
r

 

s
t
e
i
g

f-r
-
n
a
t
i
r
i
i
c
h

 

m
i
t

 

d
e
m

 

w
l
n
k
€
p

d
OJ
s 

W
e
r
t
e
s

 

d
c
r

 

i
^
o
n
v
n)
l
l
ta)
v» 

u
n
d

 

d
i
e

 

卜 us
a
m
m
e
n
s
e
t
z
u
n

crq
d
e
r

 

K
o
n
v
e
n
t
e

 

i
s
t

 

a
b
h

PJn
g
i
g

<!
-

o

ĉu
n)
J
.
o
c
a
l
i
t

叫t 

i
h
r
e
r

 

W
i
H
k
r
.

 

D
i
e

 

c/t
a
d
t
k
o
n
v
e
n
t
e

 

u
n
d

 

d
i
e

 

K
o
n
v
e
n
t
e

 

d
e
r

 

G
r
a
f
s
-

 

.c
l
i
a
f
t
e
n
,

 

B
 a

e
n
e
n

 

e
i
n
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G
r
o
s
s
e

 

S
t
a
d
t

 

H
e
g
r

 

,

e
n
t
h
a
l
t
e
n

 

9
e 

a
m

 

-
w
e
m
g
s
t
e
n

 

a
c
h
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u
n
g
s
w
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t
e
n

 

g
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g
l
i
e
d
e
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U
n
t
e
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e
n
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d
e
l
e
g
i
e
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t
e
n

 

d
e
r

 

c
r
a
f
s
c
h
a
i
t
s
k
o
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v
e
n
t
e
s
,

 

d
e
m

 

C
h
i
c
a
g
o

 

a
n/Q
e
hot
I
t
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b
e
f
a
n
d
e
n

 

s
i
c
h

 

I
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P
e
r
s
o
n
e
n
,

 

d
i
e

 

w

erQ
e
n 

i

oJt
s
c
l
l
i
a
g
e
s

 

v
o
r
.
e
l
n
e
m

 

G
e
r
i
c
n
t
s
h
o
t

 

的
泛
叶
叫
ロ
04
0>
ロ 

f
a
t
t
e
n

 

u
n
d

 

v
o
n

 

d
e
n
e
n

 

s
i
e
b
e
n

 

v
e
r
u
r
t
e
i
l
t

 

W
o
r
d
e
n

 

w
a
r
e
n
,

 

30

 

w
a
r
e
n

 

w
e
g
e
n
w
i
n
b
r
u
c
h
s

 

b
e
s
t
r
a
f
t
,
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w
e
g
e
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l
a
s
c
l
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e
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d
i
e
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t
a
h
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v*
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e
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s
p
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e
l
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i
e
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w
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w
o
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l
l
w
i
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t
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a
m

 

s
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i
r
k
s
t
e
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w
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d
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o
t̂a

n
k
w
i
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t
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v
e
r
t
r
e
t
e
n
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a
u
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e

 

s
t
a
t
t
l
i
c
h
e

 

Z
a
h
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v
o
n

 

265 

g
e
b
r
a
c
h
t
.

:
元
來
こ
の
一
八
九
六
年
に
シ
力
ゴ
市
に
!1

«
せ
み
ク 

，ッA

縣(

同

市

を

含

む

)

の

豫

選

會

代

議

員

の

記

歌

は

：翌

：： 

年

九

月

發

行
 

A
m
e
r
i
c
a
n

 

R
e
v
i
e
w
:

 o
f

 

R
e
v
i
e
w
s、

！

«

.( 

の
^

'

^

E

a

s

I

e

y

0

t

3c
'

T

h

ê.
_

^
§
 n

o
n

oi
 

\ 

C
a
u
c
u
s

 

R
e
f
o
r
m

を

以

，で

公

に

さ

れ

米

國

の

政

»

を

論

| 

す
る
灌
書
に
於
て
數
ば
引
用
せ
ら
れ
た
る
な
办
。
故

に

j 

何
人
も
チ
エ
ム
バ
レ
ン
の
11
1

1
筆
に
欺
か
る
る
も
の
な
か
| 

ら
ん
0

橄
原
成
のI

I

本
に
は
左
に
示
す
，か
如
く
譯
字
の
一

. 

.

.

.
V 

>

妥
當
な
ら
ざ
る.

7
P

の一
、

ニ
を
見
受
げ
た
ぅ
0.

1:
1±
代 

D
y
n
a
s
t
y

 

へ
王
朝
：

；

：
，
：

ニ

 

四
頁

，
家
柄
：

c
a
s
t
e

 

稱

姓

'
二六
頁

j

運

命

o
- 

籤
'
. 

ニ
八
頁

滿

員

一

杯

‘

1A
八
頁 

段
政 

c
i
v
i
l

 

s
e
r
v
i
c
e

 

文
官
，

,

'二 
ニ
.!

頁

投

恶

紙
cr

&
。け
 

無
記
名
投
恶
三
ニ
七
貢

■;
.

牟

：二
， 

■

(

七
.八
九
°:
.雜
.:

錄
：
：_英
國
の
题
锻
法
欧
疋

.

英

國

の

選

擧

法

改

正
(

下)

、

占部百太郧

近

英
國
，の
新
選
擧
法
は
昨
年
五
月
庶
民
院
に
提
出
せ
ら 

れ
同
十
一一

月
同
院
を
通
過
し
て
直
.ち
^
貴
族
院
に
圆
送 

:

せ
ら
れ
た
。
貴
族
院
で
は
昨
年
十
二
月
中
句
頃
か
ら
闾 

*

の
討
議
を
始
め
、
r

人
に
S

擧
權
を
與
る
條
項
を
レ 

>

ェ
レ
ン
ダ
：ム
に
間
ふ
可
し
^

の
動
_
其
他
の
修
芷
說 

が
出
た
け
.れ
ど
、何
れ
も
否
決
せ
ら
れ
た
が
、或
る
選
^
 

區
に
比
例
代
表
制
を
行
ふ
可
し
S

.

の
修
IE

說
は
遂
に
同 

院
多
數
の
賛
成
す
る
所
V

J

.

^

b、
こ
れ
が
爲
ー
時
庶
说 

院
ど
の
問
に
確
.執
を
生
じV

同
_
は
不
成
立
に
舉
ら
む 

か
の
形
勢
を
呈
せ
し
^

、'
幸

：に

雨

院

：
の

交

讓

に

依

6
 

T
.

;
一
1月
六
日
無
事
通
過
を
見
瞭
ぢ
に
：國
壬
.の
裁
可
を
經
て

法
#
ど
な
っ
た
。
此
の
如
く
し
て
グ
レ
ー
ト
。
レ
フ
ォ
ル 

.

.
第

六

號

,

八
a：



Uq!| 
，i fj；VP|
U；l

第
十H

溜

(

七
九Q

}

雜

_ 

‘英
國
の
邀
锻
法
欧
正 

ム
と
®
せ
ら
れ
.た
るI

八
.三
ニ
年
の
選
舉
法
改
芷
に
も 

讓
ら
ざ
る
英
國
政
界
の
大
改
芾
、
或
は
寧
ろ
一
稀
の
革
. 

命
は
遂
行
せ
ら
れ
た
。
是
も
偏
べ
に
夫
«5
0
の
皿
%
に 

外
な
ら
ぬ
。
、然
し
a
擧
法
は
成
立
し
た
け
れ
匕
貴
族
院 

の
摩
正
.に
tl
る
、
ニ
人
或
は
其
以
上
を
選
出
す
る
大
學
一 

選
擧
M(

都
合
拾
一
人)
‘幷
に1

百
人
の
都
市
及
び
州
部

S

ハ
猇

八wJU
ハ

.穴 .

前
々
眺
に
述
ベ
た
や
ぅ
に
、
-盤
度
か
否
決
或
は
极
溃 

b

R

逢
.
^
ゼ

重

複

投

薬

廢

止

法

案

は

：又

も

や

ァ

ス

ク

.
ィ 

メ
內
閱
に
依
つ
.て
|

九
ブ
4

ハ
:#

の
»

季
»
#
に
提
出
せ 

ら
れ
た
け
れ
ざ
國
會
：々
期
延
長
案
す
こ
ん
が
ら
が
つ
て 

又
も
成
立
を
見
な
か
づ
た
、の
で
あ
る
が
，、

.

J

れ
は
國
民

の
議
員
を
ば
比
例
代
表
制
に
依
6

て
選
出
せ
む
と
の
案
.多
數
の
間
，に
大
戰
爭
に
'依
り
て
生
じ
た
る
擧
國
1
致
：の

件
を
.審
議
せ
し
め
む
が
爲
、
政
治
圓
體
.に
_
る
»
門
家 

の

赛

員

會

が

任

命

せ

.ら

る

、ゝ

事

€

«
つ
て
居
る
か
ら
、
 

此
.の
委
員
會
の
S
0
^
h
f
x
比
例
代
表
制
の
實 

施
方
法
が
確
立
せ
ら
る
\:
迄
、
_新
«
擧

法

は

.
未

だ

眞

個 

に
成
立
し
た
^
は
云
へ
な
い
。
佘
が
此
の
稿
を
草
す
る 

時
迄
、.

右
審
«
委
員
嘗
の
經
過
に
双
て
何
等
の
«
«
に 

接
し
な
い
の
み
な
ら
ず
、
新
®
擧
法
の
フ
ル
1
Kッ
キ
ス 

ト
を
も
手
に
入
る
、
事
が
出
來
な
か
つ
た
の
で
、
遺
« 

な
"か
ら
、
今
は
持
合
ば
せ
た
ろ
材
料
に
據
5
•て
、
*新
選 

皋
法
の
大
體
を
紹
介
す
る
の
外
な
い
の
で
あ
る
。

&
好
機
會
に
乘
じ
て
、
か
、
る
姑
息
の
改
革
ょ
り
も
多 

年
の
懸
案
を
ば
根
本
的
に
»

双
せ
む
ヾ
し
の
_

望
が
«
烈 

で
あ
つ
た
か
ら
で
あ
名
.。仍
で
同
年
八
月
ア
ス
ク
ィ
ス
首 

相
；
^
し
て
、「

一
般
の
同
意
に
依
ぅ
て」

^

種
の
l!
o
fi
?: 

決
定
し
、
以
て
新
ら
し
き
國
會
を
成
立
せ
し
む
^
き
或 

る
計
畫
を
立
て
たs

 V」

の
提
言
を
爲
さ
し
む
る
.に
至
つ 

た
o

當
時
の
地
方
院
總
裁
ヲ
ル
タ
ー
、。
ロ

ン
グ
の
演
說 

は
各
黨
派
の
問
备
削
體
の
間
に
於
け
る
選
襻
法
改
正
熟 

.の
消
息
を
道
破
し
て
.居
'る
。
■日
く「

脱
は
自
ら
信
^

る
、
 

若
一
し
吾
ゲ
の
間
に
一
致
す
る

な

ら

ば
、
爾
し
て
政
府
が

s

p

i

l

i

i

i
之
を
立
て
る
こ
と
k
能
ふ
限V

の
援
肋——

府
が
喜
む
で
與
る
で
あ
ら
ぅ
ビ
私
.±
信
ず
る

^
îl
y
を
^
ふ
る
な
ら
«
、

-
-
-
-

ひ
致
は
3
な
い
か
ら
«
は
委
員
會(n§

〕3ittee)

ぐ

j

は 

云
ひ
た
ぐ
な
い
、
委
員
#!
で
は
な
く
し
て
代
表
的
%
談 

會

(representative 

Conference )

即
ち
選
擧
方
法
改
革 

選
擧
權
の
改
正
、
選
擧
名
筂
：の
登
條
是
等
の
三
題
目
に 

就
て
實
r
意
.見
k
代
表
す
.る
所
の
各
.
.政.黨
ば
か
b
で
.な 

く

.#

.刚
體
の
栩
談
會
で
：め
る
.。
此
の
相
互
忙
甚
し
く
反 

,對
す
る
强
固
の
意
兇
を
.抱
.ぐ
熱
心
家
；の
.相
談
會
に
し
て 

我
れ
人
共
に
‘將
來
に
於
け
ー
る
我
國
の
好
a
な
る
或
る
物
一 

を
^
む
ど
大
な
る
^
心
を
以
て
.せ
る
際
、
是
等
の
困
難| 

に
打
勝
た
む
^
す
る
な
&
ば
、
我
が
英
國
人
の
意
見
の
一 

大
多
數
を
繼
め
得
る
所
の
.：
凡

：
て
，
是

等
|ー.遍
目
に
對
す
る
. 

j

致
し
た
る
制
度
を
立「

て
得
S
で
あ
ち
5」

云
々
.
0 

ヲー

タ
！ 
ロ
ン
グ
の
此
の
意
見
は
多
く
の
賛
成
者 

を
得
、，
11
1
]も
な
く
庶
«
院
議
畏
ロ
ク
タ
-::‘ル
は
首
相
ァ 

.第
十
一
；卷

.
(

ま
一
一)

;：
卿

B
;:
'

踮

國

の

貧

法

銮
擧

法

改

正

に

關

し

た

る

特

殊

，の

ra
M

に
就
き
て
、
_
會 

R

於
て
も
、

|

國
.に
於
て
も
簽
種
の
政
治
上
の
意
見
を 

代
表
せ
ら
名
、1

名
0.

方
々
と
私
に
は
見
へ
た
。是
等
荔 

議
員
の
頭
數
は
庶
民
院
で
は
戦
爭
前
に
於
け
る
咎
黨
派 

.
の

勢

力

に

出

來

る

服

6

劄
當
て
ち
れ
た
。
婦
人
信
擧
植 

の

則

題

に

就

て

も

、

私

は

確

め

ら

る

、
限

り

谷

底

の

1
 

見
を
公
平
，に
代
表
せ
し
め
む
こ
ヾ」

を
努
め
た
げ
作
ど
、
 

然
し
乍
ら
.此
の
重
大
な
る
題
目
に
就
て
、
諸
紳
士
の
意 

見
を
發
見
す
る
に
多
く
の
明
か
な
る
困
類
•か
發
'
生
.
し 

たj

 

云
々
ビ
.&
0 
し
，X
居
る 
o

r

く 
て 

s
p
c
a
k
c
^
s

 

c
o
n
f
e
r
e
n
c
e

は|

九

j

七
年
舴
相
淡
會
の
結
见
をg

何 

R

S

?
吿
し
^

の
で
あ
る
が
、
著
る
し
く
政
兑
の
相
異
れ

第
六
敬 

ル
七■

そ
れ
は
政
.

-

ス
ク
,

ス
の
慫
慂
に
應
.じ
て
、
上
下
兩
院
議
員
の
枏
談 

——

仑の會を召集し自らこれ

.を
ホ
；宰
す
る
琳
に
な
つ
たO 

私
の
意
味
を
精
密
に
云s

p
e
a
k
e
r
:

 

c
o
n
f
e
r
e
n
c
e
.

ど
ば
此
の
相
霞
會
の
^
ひ
で

ぁ
る
。
此
の
相
談
會
の
結
果
を
報
吿
す
る
に
方
つ
て
、

\

庶
说
院
議
長
は
、「

私
の
選
む
だ
上
卞
雨
院
_

_
太
ヽ
1
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：

.

\

 

~ 

’

 

'

 

'

ぃ

:
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:
 

、

第
十
ニ
怨

(

七
九
-
ニ)

-

雜

錄

蕾

の

屢

法

蜜
、

’ 

.

'

2ハ

酿

八

八

’
 

る
上
下
兩
院
議
員
ょ
b
成
る
同
S

、
互
に
交
讓
し
て_

に
於
.て
、
嫩
歡
以
來
婦
人
參
政
權
論
裘
平
生
の
亂
暴 

〔 

,

一
致
の
.決
議

直

る

£

つ
た
る
は
、
戰
W
擧g

一
致
、
な
る
運
動

1
ハ
タ
と
止
め
.て
熱
心
軍
國
の
爲
に
«
瞅
せ 

「 

熱
の
然
ら
し
め
た
る
こ
ビ
云
ふ
迄
も
•な
い
が
、
ロ
ク
タ
る
努
力

V 」

忠
動
と
に
對
し
て
も
、
彼
等
に
選
擧
權
を
拒 

,

 

1

ル
^
長
の
齋
線
マ
し
經
驗
と
禮
容
の
カ
に
負
ふ
所
大
な
：.
む
能
は
ず
、
今
は
婦
人
に
遺
擧
權
を
與
ぺ
て
も
何
人
も

る
も
0
が
ぁ
つ
た
。
新

遷

法

_

竟
此
の
相
談
會
の(

參
政
櫞
論
考
の
.暴
•打
に
湯
せ
ら
れ
た
，、

」

論
ず
る
.こ
ミ 

‘•
 

報
吿
を
基
礎
ビ
し
て
立
' ^
; ^
,
れ
た
も
の
で
、
其
の
主
張
は
出
來
な
い
.、
@
分
も
爾
今
婦
人
參
政
論
者
に
改
宗
し 

,

■

 ■

 

は
殆
と
全
く
^
選
擧
法
の
條
唄
中
に
包
含
せ
ら
れ
た
_
.

た
と
吿
&
し

た

。

宰
相
ロ
：：
ィ

ド

。
ジ

ョ

ー

ジ

も

政

货

を

に 

\ 

: 

で
ぁ
る
か
ら
、
疆
を
厭
ふ
て
此
の
報
吿
書
の
內
容
紹j. 

■表
し
て
，、
ア
ス
ク
ィ
ス
と
同
一
の
論
摅

ょ
り
し
て
選
擧

介
は
こ
れ
を
割
愛
し
や
ぅ
ビ
思
ふ
。

.
j

法
の
改
正
に
婦
人
選
擧
權
を
合
ま
し
む
る
動
議
を
餐
犮 

:

み 

.

.

.

 

_

 |.

し

た

.°
而
し
て
選
擧
權
を
典
る
範
園
を
ば
陸
«
軍
人
に 

,

,

.'

.
一，九
一
七
年
三
月
一
不
八
ロ
ア
ス
2

 (

前

年

十

二

娘
f

,
の
修
正
案
は
六
十
ニ
對
三
百
四
十1

5

少
數 

フ

:

グ
ロ
ィ
！
。
シ
丨
シ
は
ア
ス
ク
ィ
ス
に
代
？

：參

內

を

以

て

翼

せ

ら

れ

、
ア
ス
ク
ィ
ス
の
決
は
通
過 

I

'.'
'

間
を
紐
？

)

は
、
？

「

英
國
0
政

逍

上

f

著

名j

し
た
。
是
れ
が
結
果
と
し
て
、
、f

?
3

c
d

n
c

e

 

I 

.

':
|

條
約
の
|」

益

べ

た

る

'嘗

_

^

I :

の
報
告
書
を
基
礎
と
し
で
、
迅
速
に
選
擧
法
改
正
案
のRepresentation 

o
f

穿

s

o

f

w

B
は
、
五
月
十
五 

,

:

;,
提
出
さ
れ
む
こ
ど
を
政
府
に
勸
吿
す
る
動
議
を
提
出
し
：;パ
日
を
以
て
.、
內
務
大
匝
ザ
|
8:
ジ
ョ
|
ジ
.ヶ
|
グ
病
氣 

一

. 

允
。
元
來
婦
人
參
政
權
反
對
考
で
あ
っ
た
彼
は
此
機
會
の
故
を
以
て
殖
民
大
獄
丨
タ
！
 

ロ
ン
ゲ
べ
衣
っ
て

資
院
に
提
出
せ
ら
れ
た
。

「
： 

v

前
S

叙
べ
.や
ぅ
。

荣
■

法
即
ち

l
e

s
l

g
o

f

 t
h
e

 

l

l

e

_

 

.
斯

ぐ

て

新

選

擧

法

案

は

五

月

廿

一

一

日

內

務

奋

サ 

^

 

i

i

 

f

 

l(

？

a

w

l

l

c

t

 

!

?ジ‘

ヶ
1
S

依

て

、
第
一
|
讀

？

附

|

ら

0

^

1

1 

E

.
 

I

 

l

l

 

r

l

 

れ
5

1

 
於
l

l

l

f

 極I

I

y

 

f

ぎ

。(

.霞

屋

I

I

 
f

 j
.

セ
シ
ル
卿
5

サ
ン
ダ
丨
5

1

1
論
の
急
先
錄

g

y

p

s

 

I

f

 

a

 

t
h
e

 

l

o

t

 

o
f 

職

？

參
加
せ
る
幾

多

の

陸

海

軍

人
s

.

 

s 
.
 

o 
I

を

き

^

 

r

e

l

l
 
o
f s

e
a
t
s

 

a
t

 j

る
可
き
簾
擧
に
投
？

る
能
は
ざ

る
際
に
方

つ
て
、
 

1

3

1

I

s

;

 

a
n
d
.

 

f
o
r

 

I

 ‘p
i

e
s

 j

か
、
る

破

天s

大

改
f

s

事
に
は
賛
成
し
_

い 

I

I

の

略

稱S

る

。

全§

1

ビ
云
ふ
の
S

人
侧
を
代
表
せ
る
サ
ン
ダ
i

大

佐

の

、
：大
剑
用
S

十

震

：の

靈

で

§

£

、
.
此S

I

S

I

1
百

四

一f

及

で

居

る

。
到
S

ぐ
可
I

、
.此
の

讓

十

對

三

苜

サ

九

禀

の

.差
を
以
て
否
決
せ
6
れ
、
f

こ 

證

の

結

f

し
i

北
に
歸
す
る
法
令
の
題
目
が
小
' 

全
：院
委
員
會
に
附
議
：せ
ら
れ
だ
。
而
し
て
施
民
究
こ
於 

f

七
H
に
及
ぶ
5

ふ

事

で

：あ

る

。
：
此

の

5

を

以\

け

る

雪

法

改

囊

の

反

對

論

の

鬆

は

、
婦
人
選 

> 

I 

- 

4

0

狁
淨
ク
^
N
M
L
il
擧
沒
が
余
の
®
々
■
に

述

權

^
合

め

る

空

前

の

太

改

革

を

戰

時

兵

馬

空

偬

の

^

こ 

へ
た
f

、
如
何
に
紛
I

雜
し
た
•る
歷
史
的
I

一
じ
氣
に
新
行
せ
む
と
す
る
は
.暴
擧
で
あ
る
ヽ
此
の
如
き
大 

あ
る
こ
ビ
が
察
せ
ら
る
、
o
.以
下

余

は

此

の

鏡

が

い

.

1
を
遂
げ
む
と
す
る
に
は
，
今
少
し
愼
f

立
案
ノ 

ょ
く
兩
院
を
通
し
て
雜

I

る
迄
の
'經
過
を
.極
め
.

S

,れ
に
對
す
る
：闕
I

數

I

見
I

し
た
る
上
で 

5
 

- 0
. 

-

.■

V

V
へ
：.
，着

號：ノ
\

 

八
九
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ニ
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四)

.

第
六
號

な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
、
庶
1

議
畏
の
：
*|
談

會

な

る

漭

は 

國
食
公
式
の
委
員
何
で
は
な
く
、
夂
眞
正
に
國
民
の
意 

ぶ
を
代
表
し
た
る
？̂
の
と
も
1
め
.ら
れ
.な
5
、
要
す
る
. 

に
斯
る
大
改
茁
を
遂
行
す
る
に
は
织
ら
く
今
少
し
立
憲 

的
の
手
段
に
依
e>
.な
け
れ
ば
な
ら
ぬV 」

云

ふ

に

a：
つ 

た
。
丈
れ
力
ら
W
の
P
家
^
危
存
G
の
岐
る
，
大
時
機 

に
際
し
て
、
见
妁
黛
派
心
を
刺
戟
し
易
き
大
問
題
を
提 

供
し
て
擧
國；

致
の
實
を
破
ら
む
と
す
る
は
、
戰
局
を 

不
利
に
導
く
も
の
で
ぁ
る
(f
の

非

_

も

少

な

く

な

か

つ 

た
。斯

く
て
選
擧
法
改
正
案
は
八
月
廿
‘一：！！
の

夏

期

休

會 

に
：#:る
迄
、
庶
民
院
全
院
委
員
矜
に
於
て
雒
議
を
溆
し 

十
月
十
六
：1
1の
诉
|)
9
後
も
你
ほ
同
委
員
會
は
繼
續
せ
ら 

‘れ
、
，十

I

月
下
旬
赛
を
>」

羅
.る
迄
前
後
會
を
1 :
ぬ
る
こ 

ヒ
數
十
同
に
及
む
だ
。上
^
述
べ
た
る
如
く
、
cn
p
^
^
s 

Conference

の
報
吿
に
基
き
て
立
案
せ
ら
れ
た
る
政
府 

案
に
出
來
得
る
限
り
宵
從
せ
し
め
む
が
爲
、
政
府
の
5!

、眞
に
釾
す
.る
糾
合
.手
段
は
嚴
){
1

で
あ
つ
た
が
、
全
院
娄 

M

會
に
於
て
傲
も
議
•論
の
沸
騰
し

た

る婦
人
選
取
權
及 

び
比
例
代
丧
制
の
分
鉍
投
恶
に
際
し
て
は
、
院
内
#
辦 

長
督
勵
の
手
は
緩
.む
で
、
各
_

員
ぼ
自
_

決
議
を
.許
3 

る
、
に
至
つ
た
。
乃
ち
タ
ィ
ム
ス
政
治
記
#
の
評
せ
な 

如
く
、
此
の
如
く
し
て
、
政
府
の
S

法
改
■

は
施 

民
院
の
改
正
案
と
な
る
に
至
つ
た
の
で
あ
る
。
取
W

の 

施
設
に
就
て
は
、
K

會
は
あ
れ
ど
も
無
き
が
如
ぐ> 

一
 

切
政
府
に
肓
從
し
來
つ
た
庶
民
院
議
贳
も
、
人
民
の
0 

由
及
び
權
利
に
大
關
係
あ
る
此
«
の
即
題
に
就
て
は
流 

石
に
英
11
會
の
本
色
を
發
挪
し
た
の
で
あ
るo

全
院
委 

員
會
に
於
で
幾

多
の
重
要
な
る
修
花
5r

受
け
た
る 

法
改
：止
案
は
、
十

一

月
卅
=
1本

會

議

に

於

て
-«
街

を

終
 

つ
た
が
、
委
貰
會
に
於
て
決
定
せ
ら
れ
た
る
信
仰
上
の 

理
由
を
以
て
取
役
に
服
せ
ざ
る
る
容
に
選
擧
權
を
與
へ 

ざ
る
琳
と
せ
ら
れ
た
る
修
正
案(

下
文(

一)

選
取
權
參 

照)

に

對
し
、
政

府

か

ら

提

案

あ
0

て
、

W
度

委
M

會

に
附
記
せ
ら

れ
た
け
れ
ど
、
.
矢
張
b
最
初
の
修
1£
案
逝 

卩
決
宠
せ
ら
れ
た
。
か
く
て
十
二
月七

！：：！

さ

し

も

讅

論
 

の
嚣
し
か
つ
.た
選
擧
法
案
も
觝
事
庶
民
院
に
於
て
三
« 

會
を
‘通
過
し
た
の
で
あ

る

。

庶
民
院
を
通
過
し
た
選
靡
法
改
疋
案
は
直
ち
に
貴
族\ 

院
に
冏
送
せ
ら
れ
た
。
同
院
で
は
十
二
月
1
«第
ー
®

\ 

會
を
了
.ぅ
、
同
十
七
日
ビ
：1
:ル

盡

.に
依
，夕
て
.第
ニ
«

j 

f
の
®
議
は
提
出
せ
ら
れ
、
本
年J.

月
八
：日
全
院
委
員I 

會
R
附
託
せ
ら
れ
た
。
貴
族
院
に
於
て
も
、
‘議
論
の
焦\ 

點
は
矢
張
b
、
婦
人
選
擧
權
と
、
比
例
代
表
制
の
採
州| 

?
で
あ
つ
^
。
、庶
民
院
の
自
咁
黨
及
び
勞
働
黨
の
主
張
‘ 

に
侬
つ
て
成
立
つ
た
振
替
投
M(Alternative vote )

に
一 

就
い
て
も
、
議
論
が
器
し
か
つ
た
が
、
是
れ
は
帝
決
せ) 

ら

れ

たo

婦
人
選
瘿
權
間
題
を
レ

フH

レ

ン

ダ

ム

に

卯 

ふ
可
し
ビ
の
磡
議
は
前
述
の
如
く
西
決
の
運
命
に
®
遇 

し

た
け
れ
ど
、
此
例
代
炭
制
の
說
は
左
樑
綹
易
く
膦
倒

表
委
鍵
等
は
、
餘
程
前
か
ら
一
且
庶
民
院
で
抛
棄
せ
ら 

わ
た

s
p
e
a
k
e
r
^
C
o
n
f
e
r
e
n
c
e

の
推
獎
し
た
比
交V

表 

說
を
復
活
せ
し
め
む
と
て
、
庶
说
院
に
於
け
る
同
志
と 

栩
應
じ
て
運
動
に
力
め
て
居
た
'
の
で
あ
る
が
、

j

時
は 

折
灼
の
改
正
案
全
體
を
不
成
立
に
終
ら
し
め
む
か
の
危 

機
を
惹
起
し
た
吠
れ
ど
、，
結
局
兩
院
間
の
^
協
を
遂
げ 

て
前
記
の
結
粜
を
見
た
る
次
第
、で
あ
る
。

八

r

s

皋
法
は(

一
)

選
擧
權(

F
r
a
n
c
h
i
s
e
s)、

(
1

1)

選
擧 

權
發
錄(

R
e
g

一

s
t
r
a
t
i
o
n)

、(

三)

選
擧
の
方
法
並
び
に
费 

JT
]

(

 M
e
t
h
o
d

 

a
n
d

 

c
o
s
t
s

 

o
f

 

E
l
e
c
t
i
o
n
s
)

ヽ(

四)

*

舉
區 

劍(
D
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n

 

o
f

 

の
四
部
に
分
た
れ
て
居
る
0 

(
！ 

}

選
擧
權
。
男
子
は
廿
赍
歲
に
達
し
、
何
等
法
#
 

上
の
無
資
格
に
該
當
せ
ず
、
而
し
て
一
足
の
住
所
を
^
 

す
る
か
、
又
は(

下
に
示
す)

赞
務
的
不
動
*

S
C
S
L
n
e
s
s

 

p
r
e
m
i
s
e
s
)

の
fi
t

格
を
^

す
る
密
は
選
擧
權
を
與
へ
ら

る
。
此
の
®
格
は
規
定
炕
住
期
[|
«(

六
ヶ
月)

を
述
じ
併

’ 

,

b

六
號
.

.

九I

し
去
る
寧
は
出
來
な
か
つ
れ
:0
同
院
に
於
け
.る
比
較
代 

第
ナ
i
 

,
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七
九
，五)

声

錄
、
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I

^
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十
二
卷
‘(

七

九

'0

雜

綸 

' 
英
_
の
繼
法
吹
正 

ヵ
も
31
の
末
ロ
に
.庚
る
迄
、該
選
鐵
區
內
に
於
げ
る
か
、
 

苦

く

は

同

一

都

市

乃

，
至

_州
に
於
け
.る
他
の
阈
會
纖
擧
區. 

內
R

於
け
る
か
、
若
ぐ
は
其
れ
に
搂
近
せ
.る
.選
摩
區
內 

ヒ
於
て
建
物
に
居
住
す
る
者
、
若
く
は
實
務
的
不
動
産 

を
占
有
す
る
者
に
對
し
て
與
へ
ら
る
。
居
0£
は
他
人
に\

造
作
附
家
屋
を
«
し
ガ
る
故
を
以
て
妨
げ
ら
れ
す
、
< 但 

し
貨
與
期
限
は
規
定
居
住
期
間
を
超
過
す
る
乙
と
三
ケ 

月
以
上
に
亘
る
可
か
ら
ず
。
»
務
M
不
動
産
な
る

語
は
、
 

戚
買
又
は
職
業
の
目
的
を
以
て
占
有
せ
ら
れ
た
る
一
年 

:の
貧
貨
價
格
十
磅
以
上
の
土
地
乃
至
他
の
不
動
産
の
謂
. 

で
あ
る
。
州
部
選
擧
區
に
於
て
は
實
#
畠
者
に
非 

る
限
り
.一一

人
?:
超
過
せ
ざ
る
き
は
、
之
を
協
同
家
屋 

占
有
苕
と
し
て
登
錄
す
る
^

が̂
出
來
.る
。
大
學
選
擧 

人

(
u
n
i
v
e
r
s
i
t
y

 

e
k
c
t
o
r
s
)

は
廿
壹
歲
に
達
し
、
オ
ク
ス 

フ
ォ

I
ド
、
ケ
ン
フ
リ
ッ
チ
、
.口
ン
ド
ン
其
他
十
一
一
大 

學
の
何
れ
.か
に
於
て(

名
*
の

學

位

：：に

非

る

)

學

位

を

得 

た
る
^
は
大
學
選
擧
人
ど
し
て
登
錄
せ
ら
る
る
資
格
を

■ 

■ 

.第
六
號 

九
二

有
す
る
。
規
定
居
银
期
間
協
同
恭
く
は
谷
個
に
所
有
者 

B
至
借
地
人
ビ
'L
て
該
選
擧
區
內
に
於
け
る
土
地
^
く 

は
建
物
を
占
有
し
た
る
者
ば
.誰
た
る
を
間
は
ず
與
へ
& 

る

>地
方
議
會
選
廉
權(

0
0
3
2
00
0く
0
3日
8
1
:

franchise) 

は
下
宿
人
に
赋
與
せ
ら
れ
な
い

。

婦
人
に
し
て(

ィ

)

年 

齡
三
十
歲
に
達
し
、(

こ
何
等
：法
#
上
の
無
資
格
に
該 

赏
せ
ず
ヽ
而
し
て(

、ノ
 )

當
該
選
擧
區
內
に
土
地
乃
至
建 

物
を
.占
有
す
る
が
爲
、
地
方
_
會
選
擧
人VJ

し
て
登
録 

せ
ら
る
る
資
格
を
有
す
る
か
、
若
く
は
爾
か
く
發
錄
せ 

ら
る
> 
資
格
*
の
妻
た
る
潘
は
、
國
會
議
員
選
舉
權(

大 

學
を
除
く)

を
與
へ
.ら
る
。
婦
人
に
し
て
年
齡
三
十
歲 

に
達
し
、
學
位
の
試
驗
に
及
第
し
て
男
子
同
檬
の
資
格 

を
有
す
る
者
は
、
大
學
選
擧
人
の
資
格
を
與
へ
ら
る
。
，
 

陸

海

：の

瑶

役

に

服

す

る

者

.(

縦
令
廿
壹
歲
に
達
せ
ざ
る 

者
.も)
並
び
に
商
船
乘
組
員
又
は
海
軍
省
やA

r
m
y

 

Council
や

Air 
C
o
u
n
c
i
l

で
戰
報
に
關
し
れ
る
國
家 

重
要
の
.職
業
ビ
認
め
^
る
從
業
遨
に
對
し
て
®
擧
權
を

m

持
別
の
箇
條
S

け
て
t

。
こ
れ
に
反
し
て
、

0
1)

蒙
權
登
錄
選
擧
人
名
簿
は
每
年11

囘
I

 

S

上
か
ら
の
反
對
の
蟹
I

て
凡
ゆ
る
s

1

.せ
ら
^

其 

一(

s

p

i

f

f
)

は
四
月
十
五
日
の

戰
»
勸
務
を
除
く)

か
ら
除
外
せ
ら
れ
た
る
#
、
若
<,

は
此
種
の
反
對
の
結
果
た
.る
犯
雜
に
對
し
て
軍
律
.
處̂

.

せ
ら
れ
た
る
#
は
、
戰
茚
繼
續
中
及
び
其
の
終
，了
後
五

ヶ
年
間
、
國
會
選
擧
人
ど
し
.

9

又
は
地
方
議
會
選
摩
人

ビ
レ
て
登
錄
又
は
投
絜
の
資
格
を
失
ふ
。
夫
れ
か
ら
規\

定
居
住
期
間
中
通
ft
三
十
日
若
く
は
夫
れ
以
上
、

.®
獄
、
一

狂
癫
院
、養
育
院
、
授
產
所
?orkHQUSe)

に
入
り
だ
る

者
は
選
擧
權
登
錄
の
資
格
を
失
ふ
.0
#
し
こ
れ
が
爲
其|

の
妻
の
選
擧
權
に
何
等
の
結
果
^-
及
ぼ
さ
な
い
。

o \

規
定
居
住
期
間(qualifying period)

は
一
ヶ

月

を

切

|

間
と
す
る
陴
海
.軍
役
*
の
場
合
の
外
、

一
月
十
五
日
若\

く
は
七
月
十
五
白
R
終
る
六
ケ
月
間
ヒ
す
、
但
し
孰
れ

の
場
合
に
於
て
も
第
十
五
日
を
合
む
も
の
と
す
。
呵
人

も
»
&
泰
p 

W 

二 
3
«
區
以
上
投
恶
す
る
こ
と
は
許 

さ
れ
な
い
0

筋
十
二
怨」

七
九
七〕

雜

麵

典

國

の

輩

決

整

.：

始
ょ
b
效
カ
?:
生
じ
、

一
月
十
五
H
に
終
る
规
定
居
住 

期
間
£
於
け
る
總
て
の
人
名
を
登
錄
し
、
§
|

>

&

|
 

Register)

は
十
月
十
五m

の
始
ょ
り
效
力
を
生
じ
七 

月

十

五

，
日

に

終

る

親

定

居

住

期

間

に

於

け

る

總

て

の

人 

，名
を
登
錄
す
る
。
地
方
*
會
.(

，即

ち

州®
會

county 

.council )

.の

書

記

又

は

都

市

め

誊

記

は

州

部

選

擧

區

又 

は
筘
市
選
擧
區
の
選
擧
名
簿
官
斑/

y
j

し
で
、
11
®

入
名
，
 

簿
作
成
に
當
る
。
' 但
し
缺
住
の
場
合
代
.つ
て
事
務
を
處
. 

理
す
る
者
の
規
定
が
.あ
•るO 

V爨

名

簿

官

史

の.決
定
R 

猶
し
州
裁
判
所
^
出
«:

す
る
事
を
得
る
が
、
法
,
上
の 

問
題
に
關
し
て
は
、
州
裁
判
所
か
ら
觅
ら
に
上
き
裁
判 

康
に
按
訴
す
る
艱
も
出
來
る
。
登
錄
の
喪
用
降
州
苦
く 

は
都
市
の
負
擔
に
'歸
ず
る
が
、
中
央
政
府
は
國
會
の
決

(

三)

®
擧
の
方
法
並
び
に
费
W
。
總
選
舉
は
全
.
grn
]

..
,

5

爾
.

:
.'.

」

：九
与
',r
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s
n

奶
十
二
怨(

七
九
八)

雜

，

錄

英

國

，の
蒙
法
吹
迅

n
：

‘に
找
M
を
行
ふ
。
但
し
惡
天
候
：又
は
非
常
0-

事
情
に
,
, 

掘6
.
H
、

投
票
を
规
定
.の
.
B逾
當
に
行
ふ
能
はh

か
場 

合
に
は
、
趣
擧
官
斑
の
見
込
に
依
：b

T、
選
«
を
延
期 

す
る
を
#
。
而
'L
ズ
候
柳
费
の
稭
名
も
全
選
擧
區
を
通 

じ
て
同
P
に
行
は
る
。
.遠
隔
：の
地
R
.在
る
海
叢
人
及
.( 

び
海
員
出
漁
.し
た
る
漁
夫
等
は
代
理
者
.を
通
じ
て
投
禀' 

す
る
を
得
。
大
學
の
選
^
以
.外

*0
國
會
議
員
候
補
紫
ば 

«
法
の
提
供
*
く
»
a
»
{
e

*(
R
e
t
u
r
n
i
n
g
. 

o
f
s
c
e
r
)
.

の 

S
S
JMV
す
可
き
他
の
方
法
に
依
ぅ
て
、
s

#

®ac
に
對
し
一 

.て
吉
五
十
磅
の
金
額
を
猶
付(

d
e
p
o
s
i
t
)

し
な
け
れ
，ば

な

|

 

ら
ぬ
。
莕
し
候
補
者
が
選
舉
前
に
死
尜
し
若
く
は
#

_

を
僻
退
す
.る
ビ
き
は
、件
の
鈉
付
金
は
返
還
せ
ら
る
y 
o. 

r

し
て
候
¥
洛
が

纖

擧

^

^

^

て

失

敗

し

た

き
と
一 

雛
名
、(

一

人
乃
^1

1

人
を
選
擧
す
る
選
辜
區
の
場
合
に 

於
て
は)

投
票
せ
ら
れ
：た
る
全
製
數
の
八
分
の
一
を
得 

た
る
€

き
：
又
ニ
人
以
上
を
選
出
す
る
選
皋
區
の
場
合 

に
は
、
其
の
禀
數
が
ヽ
選
舉
せ
も
る
可
き
議
麗
數
を
以」

奨
號 

九
四
.
.'
:
.
;

. 

て
_
せ
ら
れ
だ
る
投
襄
數
の
八
分
の一 

K達
G
が
る
i
 

令
何
れ
も
*

#
金

は

返

還

甘

ら

，
るyo
從
來
；年
每
に 

法
体
0
效
カ
を
.繼
績
し
來
つ
た
投
禀
法(Ballot Act

)

も 

0
0
の

不

正

不

法

.：手

段

を

矯

正

す

る

爲

の

諸

法

律

も

、 

凡
て
此
の
選
擧
法
に
依
b
て
永
久
法
S
せ
ら
れ
た
。

新
選
擧
法
の
他
の
特
色
ど
す
可
き
は
、(

一)

適
當
に 

推
薦
甘
ら
れ
た
候
補
者
は
、
該
選
擧
區
の
谷
逢
擧
人
に 

對
し
、
無
郵
稅
に
て
選
擧
に
關
し
た
る
事
，に
限
，o
重
量 

ニ
オ
ン
ス
を
超
過
せ
ざ
る
1
#1

の
郵
便
物
を
發
送
す
夺 

こv

が
出
來
る
。(

一|)

候
補
者
の
a

擧
養
制
限
即
ち
、 

候
補
考(

一
身
上
の
费
用
は
.
除
く)

.
の
使
用
す
る
®

甩
は
.
 

州
部
選
擧
の
場
合
^

於
て
は
名
筂
に
在
る
51
擧
人

j

人 

に
付
.き

七

片

、

都

市

！
！
擧

舊

に

於

：て

は

五

‘片

を

超

過

し 

て
は
可
け
な
い
規
定
：で
.
あ
る
o

(
四)
a
擧
區
劃
o
選
擧
區

0
區
分
は
、國
會
の
.fl
l

^
.0 

ft
園
內
に
於
て
庶
民
.院
0
委
員
會
が
こ
れ
に
當
つ
た
。
' 

該
訓
令
の
«:
多
ぁ
る
1
:中
.、.大
英
國
の
«
員
數
&
大

勝
に
於
て
现
在
と
同
數
f

可

靠

、

州

部

及

び

都

市

，

會

外

に

；討

議

f

れ

て

、

末

だ

法

律
I

る
.

の

機

會

を

選
皋
區(

偸
敦
の
シ
才
ィ
ー
以
外)

に
て
人
口
五
蔣
人
以 

下
な
る
>し
き
は
：、
獨
立
選
擧
區
の
資
格
を
失
ふ
事
、
人 

口
七
脔
人
に
付
§

一
 
人
の
：議
員
を
®
出
し
、
其
れ
以
上 

は
此
の
”比
例
に
依
6
.て
»
加
ず
る
事
、(

等
で
あ
っ
た
。
 

但
し
.愛
蘭
は
人
口
四
^
ー
ニ
千̂

付
さ「

入
の
割
合
と
せ 

&
れ
た(

是
れ
は
別
■
の
法
案
：}ー0:
’
此

の

委

員

會

の

報

吿 

は
庶
民
院
の
修
正
を
受
け
て
>
結
局
下
院
議
員
數
三
十 

ニ
各
を
堪
加
し
七
瓦
ニ
名
と
な
っ
た
。(

別
表
あ
！

:

.

.

九
' 

...,

.
以
上
は
新
選
擧
法
の
大
要
で
あ
る
。
是
れ
に
由
っ
て 

親
て
名
、
今
囘
の
改
m

が
振
古
未
曾
有
の
大
戰
の
際
と
：
 

云

.ふ

が

勿

き

非

常

の

時

機

に

非

れ

ば

到

庇

斷

行

す

る

を 

得
ざ
る
根
本
的
大
改
雄
で
あ
.
る
こ
と
が
明
S

で
：あ
る
0 

®

祓

投

票

の

廢

止

と

云

ひ

‘
"
癤

人

選

擧

權

IJ
I
J
題W

云
f

、
 

此
例
代
玫
制
を
含
め
る
選
礙
區
の
改
正
と
云
ひ
、
何
れ 

も

眾一

の

案

と

し

て

國

齊

に

提

出

せ

ら

れ

、

苦

く

，
は
國 

齡
ナ
ニ
卷
：

(

七

.九

さ

.
_

-.
.

,
^
.

英
卿
の
選
锻
法
吹

^ :

得
な
か
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、
重
祓
投
翦
の
廢
止
以
外 

は
大
樣
幕
.國

j

致
の
&
好
&
會
.：に
乘

.
じ

ヽ

各

黨

派

谷

则 

體
の
交
讓
妥
協
R
依
り
て
、
殆
ど
一
括
し
て
多
#
の
« 

I
,

案
を
如
決
し
た
る
は
、
大
戰
が
英
國
is
に
®f

ら
し
'/
2
る 

1

大
舰
福
ビ
云
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。
新
選
舉
法
で
は
一人 

I

で
ニ
與
ま
で
は
投
禀
な
る
事
が
出
來
る
の
で
あ
る
が
ら 

.1

ゝ
自
曲
黨
穸
年
の
主
張
た
る『

1

人

一.

製』

の
目
的
は
達
せ 

ら
れ
な
.か
0
た
け
れ
ど
、
ニ
.票
以
上
の
.投
黑
廢
止
は
統 

T

S
め
方
ヤ
も
多
少
讓
步
し
た
！！
で
あ
る
。
今
度
の
改 

正
に
依
6
て
新
たu

選
擧
權
を
濺
得
す
る
漭
が
、
從
來 

の
有
權
者
八
西
數
十
离
人
の
外
逬
ら
に
^
子
ニ
踩
路
人 

^
共
に
賞
人
六
^
萬
人
を
^
へ
、
總
針
千
六
百
與
人
以 

1
に
昇
る
と

の
離
で
あ
る
か
ら
、
結
局
選
擧
人
の
數
が 

倍
加
す
，る
,
で
あ
る
。
即
ち
三
人
に
#
きI

人
の
割
合 

で
S
擧
權
を
與
へ
ら
れ
た
^
で
あ
る
か
ら
、
合
衆

；土
國 

は
將
さ
に
一
蹯
し
て
®
界
中
の
最
、
，
P
R
主
々
義
國
の
一

_

1

;'
-

. 

.V 
九
■

二:'
'
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h,..r

if

m

十

二

卷

(

八
〇
〇)

錄
- 

'
英
國
の
選
踢
法
吹
正

锘
山
ハ
號

九
十

と
な
つ
た
の
で
あ
る
。
本
年
九

1̂
«
新
選
煨
法
に
侬
6 

て
行
は
る
、
ビ
云
は
る
、
總
選
»

の
結
枭
こ
そ
、
荇
人 

力
—

i
r
"
の
風
^
を
.以
.て
觀
.察
す
る
脫
で
あ
る
。

.'I

八
三 

ニ
年
の
第
：一
囘
ai
皋
法
改
疋
で
ヽ
英
國
の
政
權
は
貴
族 

地
主
^.
手
か
ら
離
れ
で
商
工
業
の
中
等
社
會
に
移
つ
た 

が
、

一
八
六
七
年
と
一
八
八
四
年
の
雨
度
の
改
疋
で
政 

榄
は
*
く

中

等

社

會

か
.£
»
下

級

社

會

に

移

g

し
诒
办 

た
。
所
が
新
選
擧
法
に
依
り
て
㈣

⑽
し
た
る
一
一
百
萬
ん 

の
有
權
謂
の
大
部
分
が
卞
級
勞
働
a
龠
た
る
こ
と
明
a 

な

れ

ば

、
.今

回

の

改

革

に

依

ト

て

ゝ

英

國

の

政

權

は

益

ノ 

下
向
す
可
き
は
明
白
で
あ
る
。
勞
'働
a
ば
來
ら
む
N>
Jす 

る
級
&
擧
に
w

W

人
の
候
银
索
?:

立
0
る
'準

備

をし
て 

居
る
か
ら
、
多
く
の
’選
擧
區
に
於
て
は
ノ
自
由
へ
統一.、 

勞

働

三

派

の

^

逐

を

見

る

可

く

ハ

而

し

て

次

囘

の

政

府 

が
少
數
の
選
擧
人
を
代
表
す
る
ヾJ

云
ふ
ャ」

と
も
、
決
し 

て
不
可
能
で
は
な
い
。
此
の
如
く
政
權
が
益 
>
下
級
社 

會
に
移
動
す
る
結
果
が
、
英
國
の
戰
時
及
び
戰
後
の
政

策
に
影
響
す
る
所
、
殆
ど
想
像
だ
も
能
は
ざ
る
所
で
S 

る
。
婦
人
$
擧
權
の
事
は
戦
前
既
に
實
際
の
政
治
^

M 

と
な
つ
て
居
た
け
れ
ど
、
巾
_

政
論
家
：の
亂
暴
手
段
に 

顧
み
て
、
爾
ほ
社
會
多
數
嘲
笑
のmi

的vj

な
つ
て
居
た 

の
で
ぁ
る
が
、
.遂
に
六
西
與
人
と
云
ふ
多
數
婦
人
に
參 

政
權
を
賦
與
す
る
に
至
つ
た
名
は
、
保
守
主
義
の
英
國 

人
ぐJ

し
て
は
、
非
常
の
猛
斷VJ

云
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。
其 

が
英
國
將
來
の
政
治
に
及
ぼ
す
可
き
影
響
の
.絕
大
な 

る
、
是
れ
亦
吾
人
の
.想
像
の
及
ば
ざ
る
稗
で
ぁ
る
。
然 

し
新
選
擧
法
が
婦
人
の
牟
齡
を
三
十
歲
R
制
限
し
、
眾 

に
選
擧
權
の
み
を
與
へ
た
る
は
ヽ
纏
て
被
a
擧
權
の
要 

求
、
年
齡
低
下
の
主
張
の
：前
提
と
見
ね
ば
な
ら
ぬ
。

ゝ
_

銀

慣

厂

關

€

る

硏

究

(

上)

小

林

”
武
，

男

"

今

次

戰

亂

：
の

進

行

と

'共
に
銀
の
貨
幣
用
ど
し
.て
の
» 

要
著
し
く
增
加
し
、
' 銀
價
亦
非
常
の
暴
騰
を
演
じ
雕
年
.：
 

九
月
^

は
偷
敦
銀
塊
相
場
五
十
五
片
ど
い
ふj

八
七
八
一 

年
以
來
の
最
高
値
に
逄
し
た
b

し
が
、
銀
に
關
す
る
世
I 

人
0
.注
意
の
喚
©

さ
れ
た
る
こ
:^

前
世
紀
末
萬
國
祓
本
；
 

位
制
の
鳴
べ
-ら
れ：

た
る
當
時
に
讓
：&ざ
る
も
の
.
あ
i

。
' 

我
國
の
如
き
鈒
產
出
額
少
べ
且
銀
市
場
を
も
有
せ
ざ
る 

i

世
界
の
ニ 
•大
銀
貨
國
fe

ゐ
支
那
及
印
度
ビ
密
接
な 

る
質
易
關
係
を
有
す
名
を
以
て
、
銀
に
對
し
て
は
常
こ
'\ 

多
大
の
注
.意
.を
拂
へ
る
が
如
く
、
新
聞
紙
亦
銀
に
關
す 

る
記
事
の
揭
载
を
怠
ら
ざ
る
が
如
く
、
な
l
e
i:
兹
こ
W 

か
之
に
關
す
る
硏
究
を
試
み
ん
ビ
す
。
固
ょ
b全

！
！

首 

尾

一

賞
せ
る
.
^
文
に
ぁ
ら
ず
、
各
須
と
も
に
斷
片
的
の
.

$

ニ

餘

(

八0

 3
)

雜

，
0 

■

に
關
す
る
研
究

硏

究

に

過

ぎ

ぎ

る.
*

_~ev 

o
:

.第J

餅
塊
相
場
瞥
見 

ム
日
11
界
に
於
け
る
-銀
市
場
|1
凡
そ
八
あ
.

sCN
て
、
東
牟 

に

於

て

は

：
孟

買

及

力

：ル

力

ッ
タ
ヽ
西
洋
に
在
り
て
は
喻 

敦
及
叙
育
を
最
も
主
も
な
る
も
の
と
し
、
ア

ム

，.
ス
テ
レ 

ダ
ム
、
.巴
里
、
漢
堡
及
雄
納
等
之
に
次
ぐ
。
支
那
は
銀 

市
場
ど
しV

は

認

め

，
あ

れ

ざ

る

も

銀
は
；交

換

要

具

ど

し
 

て
多
額
に
流
通
し
あ
れ
ば
、
上
海
の
如
き
は
絕
え
ず
多 

，額
の
.貯
藏
銀
を
有
し
其
の
：偷
鞔
宛
爲

替

相

場

は

恰

も

支 

那
に
於
け
る
銀
相
場
.た
.る
.0
觀
を
磁
.せ
る
衣
6
。

而
し
.て
.銀
塊

相

場

の

建

方

は

谷

：市

場

祀

依

6
て

異

な- 

>
9
 

0
今

日

我

國

：の
新
聞
紙k
揭

げ

ら

る

、

は

输

敦、

®

育

及

印

度

の
 
一
一i

^
'b
,て
其

の

建

方

及

ひ
«
互

，の
，關 

左

の

如

し。

,.

(

一)

偷

敦

銀

塊

相

場

は

標

準

飯

即

ち

品

位

九

ニ

五

(

四 

十
分
の
三
十
七

)

の
銀
塊

一

オ
ン
ス
を
單
位
ビ
し
て 

-

建
て
、
b
れ
片
を
以
て
之
を
表
は
す
。
我
國
に
於
け
る
， 

f 

第
六
號 

九
七


